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          　　　認定こども園の種類（類型）

１　幼保連携型
①幼保連携型 （認定こども園○○幼稚園） ②幼保連携型 （認定こども園○○幼稚園）

（認定こども園○○保育園） （認定こども園○○保育園）

保育に欠けない子 保育に欠ける子 保育に欠けない子 （保育に欠ける子）
５歳

幼稚園 保育所
５歳

幼稚園
学校教育法に掲げる
目標が達成するよう

３歳 行なわれる保育＝教育 ３歳
保育所

（０～２歳児の保育は認定
の要件ではない。）０歳 ０歳

○ 地域における子育て支援の実施 ○地域における子育て支援の実施

・すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応し
た相談や親子のつどいの場等を提供

・すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対
応した相談や親子のつどいの場等を提供

２　幼稚園型

③幼稚園型 （認定こども園○○幼稚園）

午前 午後

保育に 幼稚園教育
欠けない子 要領に従って

編成された
教育課程に

保育に 基づく教育 保育
欠ける子

○ 地域における子育て支援の実施

・すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した
相談や親子のつどいの場等を提供

④幼稚園型 （認定こども園○○幼稚園） ⑤幼稚園型 （認定こども園○○幼稚園）

保育に欠けない子 保育に欠ける子 保育に欠けない子 （保育に欠ける子）
５歳 幼稚園 認可外保育施設 ５歳

幼稚園
学校教育法に掲げる
目標が達成するよう

３歳 行なわれる保育＝教育 ３歳
認可外

（０～２歳児の保育は認定
の要件ではない。）

保育施設
０歳 ０歳

○ 地域における子育て支援の実施 ○ 地域における子育て支援の実施
・すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応
した相談や親子のつどいの場等を提供

・すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応
した相談や親子のつどいの場等を提供

３　保育所型 ４　地方裁量型
⑥保育所型 （認定こども園○○保育園） ⑦地方裁量型　（認定こども園○○）認可外保育施設

午前 午後 午前 午後
保育に （満3歳以上の子） 保育に （満3歳以上の子）
欠けない 学校教育法に 欠けない 学校教育法に
満３歳以上の子 掲げる目標 満３歳以上の子 掲げる目標

が達成される が達成される
よう行なわれ 保育 よう行なわれ 保育

保育に る保育 保育に る保育
欠ける子 教育 欠ける子 教育

○ 地域における子育て支援の実施 ○ 地域における子育て支援の実施
・すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応し
た相談や親子のつどいの場等を提供

・すべての子育て家庭を対象に、子育て不安
に対応した相談や親子のつどいの場等を提供

○利用時間別の教育・保育の状況 午前 午後

共通利用時間（幼稚園と同様４時間程度） →　短時間利用児（保育に欠けない子）

３～５歳児 教育課程に基づく教育を実施
（幼稚園と同様４時間程度利用）

（＝学校教育法に掲げる目標が達成される
よう行われる保育を実施）

長時間利用児（保育に欠ける子）
共通の利用時間終了後も保育を実施 （保育所と同様８時間程度利用）

（０～２歳児の保育は認
定の要件ではない。）０～２歳児 保育所と同様の８時間程度の保育を実施
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